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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

前事業年度
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評

価方法

(1) たな卸資産

  下記の原価法を採用してお

ります。

    商品・製品・半製品

    ：総平均法

    原材料・貯蔵品

    ： 終仕入原価法

    仕掛品

    ：個別法

(1) たな卸資産

    同左

(1) たな卸資産

    同左

(2) 有価証券

  子会社株式及び関連会社株

式

   移動平均法による原価法

  その他有価証券

   ・時価のあるもの

    中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し，売却

原価は移動平均法によ

り算定)

   ・時価のないもの

    移動平均法による原価

法

(2) 有価証券

  子会社株式及び関連会社株

式

    同左

  その他有価証券

   ・時価のあるもの

    同左

   ・時価のないもの

    同左

(2) 有価証券

  子会社株式及び関連会社株

式

    同左

  その他有価証券

   ・時価のあるもの

    期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法に

より処理し，売却原価

は移動平均法により算

定)

   ・時価のないもの

    同左

(3) デリバティブ

    時価法

(3) デリバティブ

    同左

(3) デリバティブ

    同左

２ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

   定率法を採用していま

す。

   但し，平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は定額法を採用していま

す。

   なお，主な耐用年数は以

下のとおりです。

建物及び構築物 ４～50年

機械装置及び
車両運搬具

２～15年

(1) 有形固定資産

    同左

(1) 有形固定資産

    同左

(2) 無形固定資産

   定額法を採用していま

す。

   但し，ソフトウェアにつ

いては利用可能期間(３～

５年)による定額法を採用

しています。

(2) 無形固定資産

    同左

(2) 無形固定資産

    同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失

に備えるため，一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り，貸倒懸念債権等特定の

債権については，個別に回

収可能性を検討し，回収不

能見込額を計上していま

す。

(1) 貸倒引当金

    同左

(1) 貸倒引当金

    同左

(2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支給に充

てるため，支給見込額に基

づき計上しています。

(2) 賞与引当金

    同左

(2) 賞与引当金

    同左
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独立監査人の中間監査報告書 
 
  

日本光電工業株式会社 

取締役会 御中 

     平成15年12月24日 
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられ

ている日本光電工業株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表，すなわち，中間連結貸借対照

表，中間連結損益計算書，中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり，当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は，我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は，当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は，中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は，上記の中間連結財務諸表が，我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して，日本光電工業株式会社及び連結子会社の平成15年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には，公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

   
  

東 陽 監 査 法 人

代表社員
関与社員

公認会計士   宮   崎   敬   之   ㊞

代表社員
関与社員

公認会計士   篠   崎        卓   ㊞

※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が別途保管していま

す。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

日本光電工業株式会社 

取締役会 御中 

    平成16年12月21日 
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられ

ている日本光電工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表，すなわち，中間連結貸借対照

表，中間連結損益計算書，中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり，当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は，我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は，当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は，中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は，上記の中間連結財務諸表が，我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して，日本光電工業株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

セグメント情報の事業の種類別セグメント情報に記載されているとおり，会社は事業の種類別セグメントに

ついて，従来，医用電子機器関連事業と変成器関連事業に区分して開示していたが、医用電子機器関連事業

の単一セグメントに区分変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

   
  

東 陽 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士   宮   崎   敬   之   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士   篠   崎        卓   ㊞

※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が別途保管していま

す。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

日本光電工業株式会社 

取締役会 御中 

    平成15年12月24日 

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられ

ている日本光電工業株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの第53期事業年度の中間会計期

間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間財務諸表，すなわち，中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり，当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は，我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は，当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は，中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は，上記の中間財務諸表が，我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して，日本光電工業株式会社の平成15年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には，公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 
  

  

東 陽 監 査 法 人

代表社員
関与社員

公認会計士   宮   崎   敬   之   ㊞

代表社員
関与社員

公認会計士   篠   崎        卓   ㊞

※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が別途保管していま

す。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

日本光電工業株式会社 

取締役会 御中 

    平成16年12月21日 

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられ

ている日本光電工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第54期事業年度の中間会計期

間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表，すなわち，中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり，当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は，我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は，当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は，中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は，上記の中間財務諸表が，我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して，日本光電工業株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

  

東 陽 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士   宮   崎   敬   之   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士   篠   崎        卓   ㊞

※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が別途保管していま

す。
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